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 墨田区手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 
  
別表 

 １・２ 〔略〕 

 ３ 建築・都市計画・土木関係 
番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
５９ 

〔略〕 
   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６０ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律（平 
成２０年法律第８７号）
第６条第１項の規定に
基づく長期優良住宅建
築等計画の認定（当該
住宅が一戸建ての住宅
（住宅の用途以外の用
途に供する部分を有し
ないものに限る。以下
この項から６９の項ま
でにおいて同じ。）に
係るものに限る。）の
申請に対する審査 

一戸建ての
住宅に係る
長期優良住
宅建築等計
画認定申請
手数料 

１件につき、次に掲げる額。ただ
し、当該申請に併せて長期優良住
宅の普及の促進に関する法律第６
条第２項の規定に基づく申出があ
った場合においては、当該額に１
の項の規定により算定した手数料
の額を加えた額とする。 
⑴ 住宅を新築しようとする場合 
 （以下「新築の場合」という。）
 ア 申請に併せて住宅の品質確

保の促進等に関する法律（平
成１１年法律第８１号）第６
条の２第５項の確認書若しく
は住宅性能評価書又はこれら 

  の写しが提出されたもの ７，
１００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認定申請
のとき。 

別表 

 １・２ 〔略〕 

 ３ 建築・都市計画・土木関係 
番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
５９ 

〔略〕 
   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６０ 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 
 
 
 
 
 
 
⑴ 〔同左〕 
 
 ア 申請に係る計画が、長期優

良住宅の普及の促進に関する
法律第６条第１項各号（第３
号を除く。）に掲げる基準に
適合していることを区長が指
定する者による確認（以下
「区長が指定する者による技
術的審査」という。）を受け
たもの ７，２００円 

 イ 申請に併せて住宅の品質確
保の促進等に関する法律（平
成１１年法律第８１号）第６
条第１項の設計住宅性能評価
書（同法第５条第１項の住宅
性能評価に係る部分について
長期優良住宅の普及の促進に
関する法律第６条第１項第１
号に掲げる基準に適合し、か
つ、当該住宅性能評価のうち
構造の安定に関することにつ

〔同左〕 



 
 
 
 
 
 
 
 イ ア以外のもの ５２，００

０円 
⑵ 住宅を増築し、又は改築しよ
うとする場合（以下「増改築の
場合」という。） 

 ア 申請に併せて住宅の品質確
保の促進等に関する法律第６
条の２第５項の確認書若しく
は住宅性能評価書又はこれら
の写しが提出されたもの １
０，０００円 

 イ ア以外のもの ７８，００
０円           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第６
条第１項の規定に基づ
く長期優良住宅建築等
計画の認定（当該住宅
が共同住宅等（共同住
宅、長屋その他一戸建
ての住宅以外の住宅を
いう。以下同じ。）に
係るものに限る。）の
申請に対する審査 

共同住宅等
に係る長期
優良住宅建
築等計画認
定申請手数
料 

１件につき、次に掲げる額（当該
申請に併せて長期優良住宅の普及
の促進に関する法律第６条第２項
の規定に基づく申出があった場合
においては、１の項の規定により
算定した手数料の額を加えた額）
を当該建築物における認定申請戸
数で除して得た額（１００円未満
の端数があるときは、その端数を
切り捨てた額） 
⑴ 新築の場合 次のア又はイに
掲げる区分及び当該住宅が属す
る一の建築物の床面積の合計に
応じた額 

 ア 申請に併せて住宅の品質確
保の促進等に関する法律第６
条の２第５項の確認書若しく
は住宅性能評価書又はこれら
の写しが提出されたもの 

  (ア) １００平方メートル以内
のもの ７，１００円 

認定申請
のとき。 

いて建築基準法施行令第８１
条第２項第１号ロの限界耐力
計算以外の方法により評価さ
れたものに限る。以下「設計
住宅性能評価書」という。）
が提出されたもの １６，０
００円 

 ウ ア及びイ以外のもの ４７，
０００円 

⑵ 〔同左〕 
 
 
 ア 申請に係る計画が、区長が

指定する者による技術的審査
を受けたもの １０，０００
円 

 
 
 イ ア以外のもの ６８，００

０円           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑴ 新築の場合 次のア、イ又は
ウに掲げる区分及び当該住宅が
属する一の建築物の床面積の合
計に応じた額 

 ア 申請に係る計画が、区長が
指定する者による技術的審査
を受けたもの 

 
 
  (ア) １００平方メートル以内

のもの ７，２００円 

〔同左〕 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６１ 

  (イ) 〔略〕 
  (ウ) ５００平方メートルを超

え、１，０００平方メート
ル以内のもの ２２，００
０円 

  (エ) 〔略〕  
  (オ) ２，５００平方メートル

を超え、５，０００平方メ
ートル以内のもの ５７，
０００円 

  (カ) ５，０００平方メートル
を超え、１０，０００平方 

   メートル以内のもの ９４，
０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 イ ア以外のもの 

  (ア) １００平方メートル以内
のもの ５２，０００円 

  (イ) １００平方メートルを超
え、５００平方メートル以

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６１ 

  (イ) 〔略〕  
  (ウ) ５００平方メートルを超

え、１，０００平方メート
ル以内のもの ２３，００
０円 

  (エ) 〔略〕 
  (オ) ２，５００平方メートル

を超え、５，０００平方メ
ートル以内のもの ６１，
０００円 

  (カ) ５，０００平方メートル
を超え、１０，０００平方
メートル以内のもの １０
４，０００円 

 イ 申請に併せて設計住宅性能
評価書が提出されたもの 

  (ア) １００平方メートル以内
のもの １６，０００円 

  (イ) １００平方メートルを超
え、５００平方メートル以
内のもの ５７，０００円 

  (ウ) ５００平方メートルを超
え、１，０００平方メート
ル以内のもの ９２，００
０円 

  (エ) １，０００平方メートル
を超え、２，５００平方メ 

   ―トル以内のもの １７２，
０００円 

  (オ) ２，５００平方メートル
を超え、５，０００平方メ 

   ―トル以内のもの ２９５，
０００円 

  (カ) ５，０００平方メートル
を超え、１０，０００平方
メートル以内のもの ４５
５，０００円 

 ウ ア及びイ以外のもの 
  (ア) １００平方メートル以内

のもの ４７，０００円 
  (イ) １００平方メートルを超

え、５００平方メートル以



内のもの １２２，０００
円 

  (ウ) ５００平方メートルを超
え、１，０００平方メート
ル以内のもの １９６，０
００円 

  (エ) １，０００平方メートル
を超え、２，５００平方メ 

   ートル以内のもの ３８６，
０００円 

  (オ) ２，５００平方メートル
を超え、５，０００平方メ 

   ートル以内のもの ６９１，
０００円 

  (カ) ５，０００平方メートル
を超え、１０，０００平方
メートル以内のもの １，
１８８，０００円 

⑵ 増改築の場合 次のア又はイ
に掲げる区分及び当該住宅が属
する一の建築物の床面積の合計
に応じた額 

 ア 申請に併せて住宅の品質確
保の促進等に関する法律第６
条の２第５項の確認書若しく
は住宅性能評価書又はこれら
の写しが提出されたもの 

  (ア)～(エ) 〔略〕  
  (オ) ２，５００平方メートル

を超え、５，０００平方メ
ートル以内のもの ８５，
０００円 

  (カ) ５，０００平方メートル
を超え、１０，０００平方
メートル以内のもの １４
０，０００円 

 イ ア以外のもの 
  (ア) １００平方メートル以内

のもの ７８，０００円 
  (イ) １００平方メートルを超

え、５００平方メートル以
内のもの １８３，０００

内のもの １０９，０００
円 

  (ウ) ５００平方メートルを超
え、１，０００平方メート
ル以内のもの １７５，０
００円 

  (エ) １，０００平方メートル
を超え、２，５００平方メ 

   ートル以内のもの ３４５，
０００円 

  (オ) ２，５００平方メートル
を超え、５，０００平方メ 

   ートル以内のもの ６１７，
０００円 

  (カ) ５，０００平方メートル
を超え、１０，０００平方
メートル以内のもの １，
０６２，０００円 

⑵ 〔同左〕 
 
 
 
 ア 申請に係る計画が、区長が

指定する者による技術的審査
を受けたもの 

 
 
  (ア)～(エ) 〔略〕  
  (オ) ２，５００平方メートル

を超え、５，０００平方メ
ートル以内のもの ８８，
０００円 

  (カ) ５，０００平方メートル
を超え、１０，０００平方
メートル以内のもの １５
１，０００円 

 イ 〔同左〕 
  (ア) １００平方メートル以内

のもの ６８，０００円 
  (イ) １００平方メートルを超

え、５００平方メートル以
内のもの １６０，０００



円 
  (ウ) ５００平方メートルを超

え、１，０００平方メート
ル以内のもの ２９３，０
００円 

  (エ) １，０００平方メートル
を超え、２，５００平方メ 

   ートル以内のもの ５７９，
０００円 

  (オ) ２，５００平方メートル
を超え、５，０００平方メ
ートル以内のもの １，０
３７，０００円 

  (カ) ５，０００平方メートル
を超え、１０，０００平方
メートル以内のもの １，
７８２，０００円           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６２ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第８
条第１項の規定に基づ
く長期優良住宅建築等
計画の変更の認定（当
該住宅が一戸建ての住 
宅に係るものに限る。）
の申請に対する審査 

一戸建ての
住宅に係る
長期優良住
宅建築等計
画変更認定
申請手数料 

１件につき、次に掲げる額。ただ 
し、当該申請に併せて長期優良住 
宅の普及の促進に関する法律第８ 
条第２項において準用する同法第 
６条第２項の規定に基づく申出が 
あった場合においては、当該額に 
１の項の規定により算定した手数 
料の額を加えた額とする。 
⑴ 新築の場合 
 ア 申請に併せて住宅の品質確

保の促進等に関する法律第６
条の２第５項の確認書若しく
は住宅性能評価書又はこれら 

  の写しが提出されたもの ７，
１００円 

 
 
 
 イ ア以外のもの ５２，００

０円 
⑵ 増改築の場合 
 ア 申請に併せて住宅の品質確

保の促進等に関する法律第６
条の２第５項の確認書若しく

変更認定
申請のと
き。 

円 
  (ウ) ５００平方メートルを超

え、１，０００平方メート
ル以内のもの ２５５，０
００円 

  (エ) １，０００平方メートル
を超え、２，５００平方メ 

   ートル以内のもの ５０４，
０００円 

  (オ) ２，５００平方メートル
を超え、５，０００平方メ 

   ートル以内のもの ９０３，
０００円 

  (カ) ５，０００平方メートル
を超え、１０，０００平方
メートル以内のもの １，
５５２，０００円           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６２ 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 
 
 
 
 
 
 
 
⑴ 〔同左〕 
 ア 申請に係る計画が、区長が

指定する者による技術的審査
を受けたもの ７，２００円 

 
 
 
 イ 申請に併せて設計住宅性能

評価書が提出されたもの １
６，０００円 

 ウ ア及びイ以外のもの ４７，
０００円 

⑵ 〔同左〕 
 ア 申請に係る計画が、区長が

指定する者による技術的審査
を受けたもの １０，０００

〔同左〕 



は住宅性能評価書又はこれら
の写しが提出されたもの １
０，０００円 

 イ ア以外のもの ７８，００
０円           

６３ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第８
条第１項の規定に基づ
く長期優良住宅建築等
計画の変更の認定（当
該住宅が共同住宅等に
係るものに限る。）の
申請に対する審査 

共同住宅等
に係る長期
優良住宅建
築等計画変
更認定申請
手数料 

１件につき、６１の項額の欄⑴ア
若しくはイ又は⑵ア若しくはイに
掲げる区分及び当該住宅が属する
一の建築物の当該計画の変更に係
る部分の床面積に２分の１を乗じ
て得た面積（床面積の増加する部
分にあっては、当該増加する部分
の床面積）に応じ、当該⑴ア若し
くはイ又は⑵ア若しくはイのそれ
ぞれ(ア)から(カ)までに掲げる額（当
該申請に併せて長期優良住宅の普
及の促進に関する法律第８条第２
項において準用する同法第６条第
２項の規定に基づく申出があった
場合においては、１の項の規定に
より算定した手数料の額を加えた
額） 
 
 

変更認定
申請のと
き。 

          

６４ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第９
条第１項の規定に基づ
く譲受人を決定した場
合における認定長期優
良住宅建築等計画の変
更の認定の申請に対す
る審査 

譲受人を決
定した場合
における認
定長期優良
住宅建築等
計画変更認
定申請手数
料 

１件につき ２，３００円 変更認定
申請のと
き。 

６４
の２ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第９
条第３項の規定に基づ
く管理者等が選任され
た場合における認定長
期優良住宅建築等計画
の変更の認定の申請に
対する審査 

管理者等が
選任された
場合におけ
る認定長期
優良住宅建
築等計画変
更認定申請
手数料 

１件につき ２，３００円 変更認定
申請のと
き。 

円 
 
 
 イ ア以外のもの ６８，００

０円      

６３ 

〔同左〕 〔同左〕 １件につき、６１の項額の欄⑴ア
からウまで又は⑵ア若しくはイに
掲げる区分及び当該住宅が属する
一の建築物の当該計画の変更に係
る部分の床面積に２分の１を乗じ
て得た面積（床面積の増加する部
分にあっては、当該増加する部分
の床面積）に応じ、当該⑴アから
ウまで又は⑵ア若しくはイのそれ
ぞれ(ア)から(カ)までに掲げる額（当
該申請に併せて長期優良住宅の普
及の促進に関する法律第８条第２
項において準用する同法第６条第
２項の規定に基づく申出があった
場合においては、１の項の規定に
より算定した手数料の額を加えた
額）を当該建築物における変更認
定申請戸数で除して得た額（１０
０円未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨てた額） 

〔同左〕 

          

６４ 

〔同左〕 〔同左〕 
 
 
 
 
 
 
 

１件につき ２，１００円 〔同左〕 

〔新設〕 



６５ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第１
０条の規定に基づく計
画の認定を受けた地位
の承継の承認の申請に
対する審査 

計画の認定
を受けた地
位の承継の
承認申請手
数料 

１件につき ２，３００円 承認申請
のとき。 
 

６６
～ 
８６ 

 
〔略〕 

     
 

６５ 

〔同左〕 
 
 
 
 
 

〔同左〕 １件につき ２，１００円 〔同左〕 

６６
～ 
８６ 

 
〔略〕 

     
 

          

   付 則 

１ この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 

２ この条例の施行の際、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正す

る法律（令和３年法律第４８号）附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認

定の申請については、この条例による改正前の別表 ３建築・都市計画・土木関係の部６２の項及び６３の項の規定は、なおその効力

を有する。この場合において、同部６３の項中「からウまで」とあるのは、「若しくはイ」と読み替えるものとする。 


